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【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 

 

5 月20 日（金）  １８：30～    
会場：静岡県評会議室 

 

第 110 回定例研究会      だれでも参加できます 

  

静 岡 県 最 低 生 計 費 試 算 調 査  
における若 年 単 身 者 の結 果  

報告者：中澤 秀一 氏 

           （静岡県立短期大学 准教授） 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

これからの企画 

◆第 111 回定例研究会 

「韓国型多文化主義の分岐 

―日本との比較の視点から」 

安 周永 氏 

・日時…6月 23 日（木）18:30～ 

・会場…静岡県評会議室 

 

◆第 112 回定例研究会 

・日時…7月 21 日（木）18:30～ 

・会場…静岡県評会議室 

 

◆第8回中間総会＆記念講演  

「「非正規大国」日本の 

雇用と労働」 

伍賀 一道 氏 

・日時…8月 6日（土）13：00～ 

・会場…産業経済会館 

 

これだけは必要だ 
2010 年の静岡県の最低生計費試算調査から

約 5 年が経過しました。今回は静岡県評を中

心に調査に取り組んでいます。全国でも、全

労連の提起を受けて、愛知、新潟、広島、北

海道、東北等において、各ローカルセンター

が中心になって取り組んでいます。 

静岡県では、とりあえず若年単身者の結果

が出ましたので、分析をされた中澤氏に報告

をして頂きます。前回は最低生計費（税込み

月額）237,357 円で、時給換算すると 1,366

円でした。今回は最低生計費（税込み月額）    

252,087 円で、時給換算すると 1,450 円です。

この間に消費税 8％への増税や社会保険料の

負担増もあり、静岡県の最低賃金 783 円/時間

の抜本的改善と、安心できる社会保障の確立

が急務です。 


